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規
　
　
則

香
川
県
証
紙
条
例
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
　
　
　
　
　
　
（
生
活
衛
生
課
）

一

香
川
県
証
紙
条
例
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

平
成
十
八
年
五
月
三
十
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

香
川
県
規
則
第
六
十
一
号

香
川
県
証
紙
条
例
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
香
川
県
証
紙
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条
　
香
川
県
証
紙
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
香
川
県
規
則
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

別
表
２
の
項
第
三
号
及
び
第
四
号
中
「
又
は
猫
」
を
「
若
し
く
は
猫
又
は
収
容
し
た
犬
」
に
改
め
る
。

（
香
川
県
出
先
機
関
事
務
決
裁
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条
　
香
川
県
出
先
機
関
事
務
決
裁
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
香
川
県
規
則
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

「
法
…
動
物
の
愛
護
及
び

管
理
に
関
す
る
法

「
法
…
動
物
の
愛
護
及
び

律

別
表
第
四
の
九
の
表
二
十
八
の
項
中
　
　
　
管
理
に
関
す
る
法
　
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に

省
…
動
物
の
愛
護
及
び

律
　
　
　
　
　
　
」

管
理
に
関
す
る
法

律
施
行
規
則
　
　
」

改
め
、
同
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

１
　
動
物
取
扱
業
者
の
登
録
を
し
、
登
録
の
更
新
を
し
、
変
更
届
出
事
項
の
登
　
○
　
○

録
を
し
、
又
は
登
録
を
抹
消
す
る
こ
と
。
（
法
十
条
一
項
、
十
三
条
一
項
、

十
四
条
三
項
、
十
七
条
）

２
　
登
録
事
項
の
変
更
又
は
廃
業
等
の
届
出
を
受
け
る
こ
と
。
（
法
十
四
条
一
　
○
　
　
　
○

項
・
二
項
、
十
六
条
一
項
）

３
　
動
物
取
扱
業
者
登
録
簿
を
閲
覧
に
供
す
る
こ
と
。
（
法
十
五
条
、
規
四
条
　
○
　
　
　
○

三
項
・
五
項
）

４
　
動
物
取
扱
業
者
の
登
録
を
取
消
し
、
又
は
動
物
取
扱
業
の
停
止
を
命
ず
る
　
○
　
○

こ
と
。
（
法
十
九
条
一
項
）

５
　
動
物
取
扱
業
者
に
対
し
て
勧
告
し
、
又
は
そ
の
勧
告
に
係
る
措
置
を
と
る
　
○
　
○

べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。
（
法
二
十
三
条
）

別
表
第
四
の
九
の
表
二
十
八
の
項
第
六
号
中
「
十
三
条
一
項
」
を
「
二
十
四
条
一
項
」
に
改
め
、
同

項
第
七
号
中
「
十
五
条
一
項
」
を
「
二
十
五
条
一
項
」
に
改
め
、
同
項
第
八
号
中
「
十
五
条
二
項
」
を

「
二
十
五
条
二
項
」
に
改
め
、
同
項
第
九
号
中
「
十
五
条
三
項
」
を
「
二
十
五
条
三
項
」
に
改
め
、
同

項
第
二
十
四
号
及
び
第
二
十
五
号
を
削
り
、
同
項
第
二
十
三
号
中
「
危
険
な
動
物
」
を
「
特
定
動
物
」

に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
三
十
二
号
と
し
、
同
項
中
第
二
十
一
号
及
び
第
二
十
二
号
を
削
り
、
第
二
十

号
を
第
三
十
一
号
と
し
、
同
項
第
十
九
号
中
「
危
険
な
動
物
」
を
「
特
定
動
物
」
に
改
め
、
同
号
を
同

項
第
三
十
号
と
し
、
同
項
中
第
十
五
号
か
ら
第
十
八
号
ま
で
を
削
り
、
同
項
第
十
四
号
中
「
八
条
一
号
」

を
「
十
条
一
号
、
十
三
条
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
二
十
五
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
四
号
を
加

え
る
。２６

犬
及
び
猫
を
引
き
取
る
べ
き
日
時
等
の
指
示
を
す
る
こ
と
。
（
条
例
十
四
　
○
　
○

条
二
項
）

２７

職
員
に
所
有
者
の
判
明
し
て
い
な
い
犬
を
収
容
さ
せ
る
こ
と
。
（
条
例
十
　
○
　
○

五
条
）

２８

所
有
者
の
判
明
し
な
い
犬
、
猫
等
の
公
示
等
を
行
う
こ
と
。
（
条
例
十
六
　
○
　
○

条
）

２９

所
有
者
か
ら
引
き
取
つ
た
犬
又
は
猫
を
譲
渡
等
す
る
こ
と
。
（
条
十
七
条
）
○
　
○

規

則

一
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二

別
表
第
四
の
九
の
表
二
十
八
の
項
第
十
三
号
を
削
り
、
同
項
第
十
二
号
中
「
十
九
条
二
項
」
を
「
三

十
六
条
二
項
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
十
六
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
八
号
を
加
え
る
。

１７

登
録
証
を
交
付
し
、
再
交
付
し
、
又
は
そ
の
返
納
を
受
け
る
こ
と
。
（
省
　
○
　
○

二
条
五
項
・
六
項
・
九
項
、
四
条
四
項
）

１８

登
録
証
の
亡
失
の
届
出
を
受
け
る
こ
と
。
（
省
二
条
八
項
、
四
条
四
項
）

○
　
　
　
○

１９

動
物
取
扱
業
者
に
動
物
取
扱
責
任
者
研
修
の
開
催
の
通
知
を
す
る
こ
と
。

○
　
○

（
省
十
条
一
項
）

２０

特
定
動
物
飼
養
者
か
ら
の
通
知
を
受
け
る
こ
と
。
（
省
十
三
条
十
号
）

○
　
　
　
○

２１

許
可
証
を
交
付
し
、
再
交
付
し
、
又
は
そ
の
返
納
を
受
け
る
こ
と
。
（
省
　
○
　
○

十
五
条
五
項
・
六
項
・
九
項
、
十
八
条
四
項
）

２２

許
可
証
の
亡
失
の
届
出
を
受
け
る
こ
と
。
（
省
十
五
条
八
項
、
十
八
条
四
　
○
　
　
　
○

項
）

２３

飼
養
又
は
保
管
の
廃
止
の
届
出
を
受
け
る
こ
と
。
（
省
十
六
条
一
項
）

○
　
○

２４

特
定
動
物
の
識
別
措
置
の
実
施
の
届
出
を
受
け
る
こ
と
。
（
省
二
十
条
三
　
○
　
　
　
○

号
）

別
表
第
四
の
九
の
表
二
十
八
の
項
第
十
一
号
中
「
十
八
条
三
項
」
を
「
三
十
五
条
三
項
」
に
改
め
、

同
号
を
同
項
第
十
五
号
と
し
、
同
項
第
十
号
中
「
十
八
条
一
項
・
二
項
」
を
「
三
十
五
条
一
項
・
二
項
」

に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
十
四
号
と
し
、
同
項
第
九
号
の
次
に
次
の
四
号
を
加
え
る
。

１０

特
定
動
物
の
飼
養
若
し
く
は
保
管
に
係
る
許
可
を
し
、
変
更
の
許
可
を
し
、
○
　
○

又
は
許
可
を
取
り
消
す
こ
と
。（
法
二
十
六
条
一
項
、
二
十
八
条
一
項
、
二

十
九
条
）

１１

特
定
動
物
の
飼
養
又
は
保
管
に
係
る
軽
微
な
変
更
の
届
出
を
受
け
る
こ
と
。
○
　
　
　
○

（
法
二
十
八
条
三
項
）

１２

特
定
動
物
飼
養
者
に
対
し
、
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
　
○
　
○

と
。
（
法
三
十
二
条
）

１３

特
定
動
物
飼
養
者
か
ら
報
告
を
徴
し
、
又
は
当
該
職
員
に
特
定
飼
養
施
設
　
○
　
○

等
の
立
入
検
査
を
さ
せ
る
こ
と
。
（
法
三
十
三
条
一
項
）

（
香
川
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
き
市
町
が
処
理
す
る
事
務
の
範
囲
等
を
定
め
る
規

則
の
一
部
改
正
）

第
三
条
　
香
川
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
き
市
町
が
処
理
す
る
事
務
の
範
囲
等
を
定
め

る
規
則
（
平
成
十
二
年
香
川
県
規
則
第
百
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
の
二
の
項
中
「
別
表
第
一
の
十
三
の
項
ヌ
」
を
「
別
表
第
一
の
十
三
の
項
ホ
」
に
、
「
。

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
規
則
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
事
務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
」
を
「
）

第
七
条
の
規
定
に
よ
る
動
物
取
扱
責
任
者
研
修
修
了
証
の
交
付
」
に
改
め
、
同
項
中
イ
及
び
ロ
を
削
る
。

別
表
第
一
の
三
の
項
中
「
第
七
条
第
二
項
」
を
「
第
十
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

（
香
川
県
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条
　
香
川
県
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
三
年
香
川
県
規
則
第
六
十
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
を
削
る
。

第
二
条
中
「
第
二
章
第
二
節
」
を
削
り
、
「
平
成
十
二
年
総
理
府
令
第
百
十
七
号
」
を
「
平
成
十
八

年
環
境
省
令
第
一
号
。
以
下
「
省
令
」
と
い
う
。
」
に
、
「
法
第
八
条
第
一
項
の
事
業
所
」
を
「
動
物

取
扱
業
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
事
業
所
の
所
在
地
、
特
定
動
物
の
飼
養
又
は
管
理
に
係
る
も
の
に
あ

っ
て
は
特
定
飼
養
施
設
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
条
と
し
、
第
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
用
語
）

第
二
条
　
こ
の
規
則
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
法
及
び
条
例
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ

る
。

第
四
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
登
録
簿
の
閲
覧
）

第
四
条
　
法
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
動
物
取
扱
業
者
登
録
簿
（
以
下
「
登
録
簿
」
と
い
う
。
）
を

閲
覧
に
供
す
る
た
め
、
香
川
県
動
物
取
扱
業
者
登
録
簿
閲
覧
所
（
以
下
「
閲
覧
所
」
と
い
う
。
）
を

香
川
県
東
讃
保
健
所
、
香
川
県
中
讃
保
健
所
、
香
川
県
西
讃
保
健
所
及
び
香
川
県
小
豆
保
健
所
内
に

置
く
。

２
　
登
録
簿
の
閲
覧
時
間
は
、
香
川
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
香
川
県
条
例
第
一
号
）
第

一
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
日
を
除
き
、
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
と
す
る
。

３
　
知
事
は
、
登
録
簿
の
整
理
そ
の
他
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

臨
時
に
、
閲
覧
に
供
し
な
い
日
を
定
め
、
又
は
閲
覧
時
間
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
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三

に
お
い
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
旨
を
閲
覧
所
に
掲
示
す
る
も
の
と
す
る
。

４
　
登
録
簿
を
閲
覧
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
登
録
簿
を
閲
覧
所
の
外
に
持
ち
出
さ
な
い
こ
と
。

二
　
登
録
簿
を
汚
し
、
又
は
破
ら
な
い
こ
と
。

三
　
他
人
に
迷
惑
を
及
ぼ
す
行
為
を
し
な
い
こ
と
。

５
　
知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者
又
は
係
員
の
指
示
に
従
わ
な
い
者
に
対
し
て
、
登
録
簿
の

閲
覧
を
停
止
し
、
又
は
拒
否
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
八
条
か
ら
第
十
条
ま
で
を
削
る
。

第
七
条
第
一
項
中
「
第
九
条
」
を
「
第
十
一
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
条
と
す
る
。

第
六
条
中
「
第
七
条
第
五
号
」
を
「
第
九
条
第
四
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
九
条
と
す
る
。

第
五
条
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
五
条
　
法
第
二
十
二
条
第
三
項
の
動
物
取
扱
責
任
者
研
修
（
以
下
「
研
修
」
と
い
う
。
）
を
受
け
さ

せ
よ
う
と
す
る
者
は
、
動
物
取
扱
責
任
者
研
修
受
講
申
込
書
（
第
一
号
様
式
）
を
保
健
所
長
を
経
由

し
て
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
条
の
前
に
見
出
し
と
し
て
「
（
動
物
取
扱
責
任
者
研
修
）」
を
付
し
、
同
条
の
次
に
次
の
三
条

を
加
え
る
。

第
六
条
　
動
物
取
扱
業
者
は
、
動
物
取
扱
責
任
者
に
知
事
が
指
定
し
た
他
の
都
道
府
県
知
事
が
開
催
す

る
研
修
を
受
け
さ
せ
る
こ
と
を
も
っ
て
、
知
事
が
開
催
す
る
研
修
を
受
け
さ
せ
た
も
の
と
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

（
修
了
証
の
交
付
）

第
七
条
　
知
事
は
、
研
修
を
修
了
し
た
者
に
対
し
て
動
物
取
扱
責
任
者
研
修
修
了
証
を
交
付
す
る
も
の

と
す
る
。

（
許
可
の
有
効
期
間
）

第
八
条
　
省
令
第
十
四
条
の
知
事
が
定
め
る
許
可
の
有
効
期
間
は
、
五
年
と
す
る
。

第
十
一
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
犬
の
収
容
に
係
る
職
員
の
身
分
証
明
書
）

第
十
一
条
　
条
例
第
十
五
条
第
三
項
の
証
明
書
は
、
第
二
号
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

第
十
二
条
か
ら
第
十
六
条
ま
で
を
削
る
。

第
十
七
条
第
一
項
中
「
犬
こ
う
傷
届
出
書
（
第
八
号
様
式
）
」
を
「
犬
に
よ
る
こ
う
傷
事
故
届
出
書

（
第
三
号
様
式
）
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
危
険
な
動
物
」
を
「
特
定
動
物
」
に
、
「
危
険
な
動

物
に
よ
る
事
故
届
出
書
（
第
九
号
様
式
）
を
所
管
保
健
所
長
」
を
「
特
定
動
物
に
よ
る
事
故
届
出
書
（

第
四
号
様
式
）
を
特
定
飼
養
施
設
の
所
在
地
を
所
管
す
る
保
健
所
長
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
二
条
と

す
る
。

第
十
八
条
中
「
第
十
号
様
式
」
を
「
第
五
号
様
式
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
三
条
と
す
る
。

第
十
九
条
を
削
る
。

第
二
十
条
第
一
項
中
「
第
十
八
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
五
条
第
一
項
」
に
、
「
第
十
二
号
様
式
」

を
「
第
六
号
様
式
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十
八
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
五
条
第
一
項
」
に
、

「
又
は
猫
の
返
還
を
」
を
「
若
し
く
は
猫
又
は
条
例
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
収
容
さ
れ
た
犬
の
返
還

を
」
に
、
「
第
十
三
号
様
式
」
を
「
第
七
号
様
式
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
三
ま
で
を
削
る
。

第
一
号
様
式
か
ら
第
四
号
様
式
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



第 1号様式（第 5条関係）�

事 業 所 の 名 称�

事 業 所 の 所 在 地�

受
　
　
講
　
　
者�

香　川　県　証　紙　欄�
（消印してはならない。）�

年　　月　　日　　　�

　　　香川県知事　　　　　殿�

動物取扱業者　住　所�

　　　　　　　氏　名�

　　　　　　　　法人にあっては、その�
　　　　　　　　名称及び代表者の氏名�

　　　動物の愛護及び管理に関する法律第22条第 3項に規定する動物取扱責任者研修を受けさせたいの�
　　で、申し込みます。�

　　　　年　　　　月　　　　日�

（日本工業規格Ａ列４番）�

動物取扱責任者研修受講申込書�

住　　　　　所�

ふ　り　が　な�

氏　　　　　名�

生　年　月　日�

香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
五
月
三
十
日

（
号
外
二
）

四



写
　
　
　
　
真�

所　　属�

職　　名�

氏　　名�

生年月日　　　　年　　月　　日�

香川県知事　　　　　　　�印�

第 2号様式（第11条関係）�

　上記の者は、香川県動物の愛護及び管理に関する条例第15条第 1項の職員であることを�

証明する。�

�

　　　　　年　　月　　日�

第　　号　�

身　分　証　明　書�

香川県動物の愛護及び管理に関する条例（抜粋）�

　（犬の収容）�

第15条　知事は、所有者の判明していない犬があるときは、その職員をしてこれを収容さ�

　せることができる。�

　2　　職員は、収容しようとしている犬が他人の土地に入った場合において、これを収容す�

　るためやむを得ないと認めるときは、合理的に必要と判断される限度において、その土�

　地（人の住居の用に供されている土地を除く。）に立ち入ることができる。ただし、そ�

　の土地の管理者又はこれに代わるべき者が拒んだときは、この限りでない。�

　3　　職員が第１項の規定による犬の収容に従事するときは、その身分を示す証明書を携帯�

　し、関係者の求めにより、これを提示しなければならない。�

　4　　略�

（表面） 

（裏面） 

8 ㎝�
6
㎝
�

香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
五
月
三
十
日

（
号
外
二
）

五



第 3号様式（第12条関係）�

被　 　害　 　者�

事 故 に 係 る 犬�

事 故 の 状 況�

事故発生後の措置�

月　　日　午前 ・ 午後　　　時　　　分�

（日本工業規格Ａ列４番）�

発 生 日 時�

発 生 場 所�

内　　　　容�

原　　　　因�

犬によるこう傷事故届出書�

年　　月　　日　　　�

　　　香川県　　　保健所長　殿�

申請者　住　所�

　　　　氏　名�

　　　　　法人にあっては、その�
　　　　　名称及び代表者の氏名�

　　　私の飼養する（保管する）犬が人をかんだので、香川県動物の愛護及び管理に関する条例第20条�
　　の規定により届け出ます。�

住所�

氏名�

名称�

登 録 年 度 及 び 登 録 番 号�

狂犬病予防注射済票番号�

�

�

種類�

�

年齢�

性別�

�

�

年齢�

年度　第　　　　　号�

年度　第　　　　　号�

過去における�
事故の有無�

有（内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　）�
無�

香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
五
月
三
十
日

（
号
外
二
）

六



第 4号様式（第12条関係）�

主　　な�
取 扱 者�

（日本工業規格Ａ列４番）�

特定動物による事故届出書�

年　　月　　日　　　�

　　　香川県　　　保健所長　殿�

申請者　住　所�

　　　　氏　名�

　　　　　法人にあっては、その�
　　　　　名称及び代表者の氏名�

　　　特定動物が人の生命、身体又は財産に害を加えたので、香川県動物の愛護及び管理に関する条例�
　　第20条の規定により届け出ます。�

特定飼養施設の所在地�

事　故　の　状　況�

事故発生後の措置�

被 害 者�

事　故　に　係　る�
特　　定　　動　　物�

住　　　所�

氏　　　名�

住　　　所�

氏　　　名�

特定動物の飼養（保管）�
許可年月日及び許可番号�

年　　　月　　　日� 号�

種　　　　　　類�

個体識別の種類�

個体識別番号等�

発 生 日 時�

発 生 場 所�

内　　　　容�

原　　　　因�

性　　別� 年　　齢�

過去における�
事故の有無�

有（内容　　　　　　　　　　　　　　　　　）�
無�

　　月　　日　午前・午後　　時　　分�

年　　齢�

香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
五
月
三
十
日

（
号
外
二
）

七



平
成
十
八
年
五
月
三
十
日
印
刷
発
行

印
刷
発
行
所
　
　
香
　
　
川
　
　
県
　
　
庁

（
購
読
料
月
極
二
千
五
百
円
）

古紙配合率70％
白色度70％再生紙を使用しています

香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
五
月
三
十
日

（
号
外
二
）

八

香川県報は、香川県ホームページにも掲載しています。
http://www. pref. kagawa. jp/

第
五
号
様
式
か
ら
第
九
号
様
式
ま
で
を
削
る
。

第
十
号
様
式
中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
様
式
（
裏
面
）
第
二
十
二
条
第

一
項
中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
様
式
を
第
五
号
様
式
と
す
る
。

第
十
一
号
様
式
を
削
る
。

第
十
二
号
様
式
中
「

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
、
「

「

」
を
「

」
に
、

を
「

」
に
改
め
、
同
様
式
を
第
六
号
様
式

」

と
す
る
。

第
十
三
号
様
式
中
「

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

「

」
に
、

を
「

」

「

」
に
、

を
「

」
に
改
め
、
同
様
式
を
第
七
号
様
式
と
す

」

る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
八
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

第
18条
関
係
　
　
　
第
13条
関
係

危
険
な
動
物
　
　
　
特
定
動
物

第
20条
関
係
　
　
　
第
14条
関
係
　
　
　
　
氏
名
　
　
　
氏
名
　
　
　
　
第
18

犬
条
第
1
項
　
　
　
第
35条
第
1
項
　
　
　
　
　
　
　
　
犬
（
猫
）

猫

第
20条
関
係
　
　
　
第
14条
関
係
　
　
　
　
氏
名
　
　
　
氏
名
　
　
　
　
の
規

定
　
　
　
第
35条
第
1
項
（
第
35条
第
2
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
1
項
）
（
香
川
県
動
物
の
愛

犬
護
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
第
15条
第
1
項
）
の
規
定
　
　
　
　
　
　
　
　
犬
（
猫
）
（
収
容
さ
れ
た

猫

体
の
大
き
さ

犬
）

体
　
　
　
　
　
格

（
大
、
中
、
小
）

ふ
り
が
な

ふ
り
が
な


